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EVENTーイベント案内3検索全国ハラスメント撲滅キャラバン

「全国ハラスメント撲滅キャラバン」の概要

「全国ハラスメント撲滅キャラバン」を
実施しています

今
年
の
12
月
28
日（
木
）ま
で
、

全
国
の
都
道
府
県
労
働
局
で

「
全
国
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撲
滅
キ
ャ
ラ

バ
ン
」と
銘
打
ち
、
事
業
主
・
人
事

労
務
担
当
者
な
ど
を
対
象
と
し
た
説

明
会
を
開
催
す
る
ほ
か
、
労
働
者
や

事
業
主
な
ど
が
相
談
で
き
る「
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
対
応
特
別
相
談
窓
口
」を

開
設
し
て
い
ま
す
。

「
全
国
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撲
滅
キ
ャ
ラ

バ
ン
」は
、
事
業
主
や
人
事
労
務
担

当
者
な
ど
に
、
妊
娠
・
出
産
・
育
児

休
業
・
介
護
休
業
な
ど
に
関
す
る
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
措
置（
※
）の
必
要

性
と
、
法
令
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
る

取
り
組
み
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て

も
ら
う
た
め
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

働
く
人
も
、
企
業
の
担
当
者
も
、

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
説
明
会
や
相
談
窓

口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
今
年
１
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た

改
正
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
や
改
正

育
児
・
介
護
休
業
法
に
よ
り
、
職
場

説明会

●内容
全国の都道府県労働局で、事業主・人事労務
担当者向けに開催する、職場における妊娠・
出産・育児休業・介護休業などに関するハラ
スメント対策を含む、改正法などについての
説明会。
●開催日程
開催日程は下記のホームページに掲載してい
ます。
厚生労働省ホームページ「全国ハラスメント
撲滅キャラバン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000133842.html
●申し込み方法・お問い合わせ先
ご希望の会場を担当する都道府県労働局雇用
環境・均等部（室）へお申し込みください。

ハラスメント対応
特別相談窓口

全国の都道府県労働局に、妊娠・出産・育児
休業・介護休業などに関するハラスメントにつ
いての相談を中心に受け付ける特別窓口を開
設しています。詳しくは、都道府県労働局雇
用環境・均等部（室）へお問い合わせください。
なお、特別窓口開設期間の終了後も引き続き、
都道府県労働局雇用環境・均等部（室）で、そ
れぞれのハラスメントについての相談を受け
付けます。

〜管理職向け「職場のハラスメント対策セミナー」も開催します〜
都道府県労働局の説明会のほか、厚生労働省委託事業により

全国で管理職を対象としたセミナーを開催します。詳細・お申し込みはこちら
http://www.tokiorisk.co.jp/seminar/201707.html
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の
上
司
や
同
僚
か
ら
の
妊
娠
・
出

産
・
育
児
休
業
・
介
護
休
業
な
ど
に

関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る

措
置
が
事
業
主
に
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
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